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関西電力は「使用済燃料対策ロードマップ見直し」を撤回せよ！

これ以上、使用済燃料を生み出すな！ 乾式貯蔵反対！

英プルトニウム政策転換を機に、脱再処理・脱プルトニウムへの転換を！

リサちゃんとパパの会話：パート3３

リサ 3月11日で福島第一原発事故から
14年になるね。「デブリ取出に成功した」
「ALPS処理水を海に流して敷地を空け
た」「除染土の埋立利用を進める」とか、
いろいろ言われてるけど、どうなの？

パパ 「非常事態宣言」は出されたまま
だし、融け落ちた燃料デブリ880トンの
取出もわずか0.7グラムの小さな塊を試
験的に取出しただけ。デブリ取出の見
通しは全くつかない。「ALPS処理水」と
名前にこだわり、反対を押し切ってトリチ
ウム汚染水を海洋放出した目的が揺ら
いでいる。除染土も問題だらけだ。

トリチウム汚染水海洋放出の目的は、廃
炉作業を進めるために敷地を空けることだ
った。空いたタンクを解体して敷地を空けた
ところで、デブリ取出が進むわけがない。こ
うなることは最初からわかっていた。原点に
戻って海洋放出をやめ、汚染水の発生を
止めることに集中すべきだ。汚染水の発生
量は確実に減っていて、1号機と4号機では
建屋への地下水流入量はほぼゼロになり、
雨水の流入を防ぐだけになっている。建屋
周辺で地下水を汲上げるサブドレンの水位
を少し下げれば2・3号機でも地下水流入は
止められる。原子炉建屋内滞留水のトリチ
ウム濃度が数百万Bq/Lへ急上昇している
から、地下水流入を防ぐのが急務だ。
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1．関西電力の「使用済燃料対策ロードマップ見直し」に実効性なし福井県を「核の墓場」へ導く 「乾式貯蔵設置」を許すな！

2.英国の「プルサーマル中止・プルトニウム固定化・地中処分」への政策転換を受け、日本も再処理・プルトニウム利用を断念すべき！
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リサ 汚染水の発生を止められるんだ
から、「ALPS処理水」っていう名のトリ
チウム汚染水を海に捨てなくてもいい
のにね。じゃあ、除染土の問題って？

パパ 福島県内の除染で出た土などが
約1,400万m3、東京ドーム11杯分が、大
熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設
に保管されてる。この除染土は法律で
「2045年までに県外で最終処分する」と
定められてるけど、候補地はない。

環境省は最終処分量を減らすため、4分の
3を公共事業などで再利用する方針だ。当
然、再利用予定地では猛反対となる。原発
事故被害者の福島県民が除染土を押しつけ
ているかのような受け止め方が意図的になさ
れ、原発事故をもたらした張本人の政府と東
京電力はその責任をとらない。放射能汚染を
福島県民や国民に押しつけているのは政府
と東京電力だ。それが前面に出てこず、福島
県と再利用予定地の対立が演出されてい
る。伊澤・双葉町長が3月3日に「個人的な考
え」と前置きしたうえで、全国的に理解の醸
成が進んでいないこと、町の今後の公共事
業などで大量の土砂が必要となることから、
町内での再利用を検討する必要があると説
明したけど、原発事故の最大の被害者であ
る福島県民がなぜ、中間貯蔵施設設置のた
めに土地を奪われたうえ、さらに、除染土の
再利用まで引き受けねばならないのか。

「再利用」は放射能汚染の拡散につなが
る。セシウムによる放射能汚染は百年単位で
続くから、道路などに埋立ててしまうと百年単
位で管理することなどできない。破綻すること
が見えている「再利用」を強引に進めるので
はなく、この問題についても原点に立ち戻
り、除染土の発生者責任は政府と東京電力
にあることを再確認し、その責任の下で最終
処分の在り方はどうあるべきかを、現行法の
欠陥の修正を含めて、検討し直すべきだ。

リサ その通りね。「一度決めたから」、「法律
でそうなってるから」とゴリ押しするのは、もう
やめるべきね。第7次エネルギー基本計画も2
月18日に閣議決定されたけど、同じこと？

パパ 14年たっても福島事故の後始末は問
題だらけで解決にはほど遠い。本来なら、
その現実を直視し、原点に立ち戻って福島
事故の教訓を再確認し、重大事故を繰り返
さないためにはどうすべきかを国会等で大
いに議論しなければならないんだけどね。

石破政権は、岸田政権による強引な「原発
回帰」を既定路線であるかのように扱い、パ
ブコメ意見が過去最大の4万1,421件に達
し、原発回帰反対が圧倒的に多かったのに
一切無視し、「基本政策分科会を開いて検
討する必要もない」と決めつけ、一方的に
第7次エネルギー基本計画を閣議決定し
た。福島事故を教訓に導入された「可能な限
り原発依存度を低減する」方針を切り捨て、
原発を「最大限活用する」という。60年超運
転だけでなく、廃炉基数分の原発建替を同
一敷地内に限らず、同一電力会社の別の原
発敷地内でもできるようにした。とはいえ、再
稼働はうまく進まず、革新的軽水炉も設計開
発段階で、建設費が1基1～2兆円では原発
建替も進まないだろう。再エネ拡大が一向に
進まず、石炭火力が延命されると、世界の流
れから、さらに何周も遅れることになる。これ
についても原点に立ち戻り、原発・石炭火力
依存から脱却し、再エネ優先給電（出力制御
ルール見直し）と送配電網の所有権分離を断
行して再エネを抜本的に拡大すべきだね。

リサ 地震火山国の日本では原発を動かすべ
きでないというのが、福島の教訓だったよね？

パパ その通り。地震火山国でありながら、地
震や火山に関する知識はまだまだで、わから
ないことだらけ。だけど、福島事故の前に巨
大津波が来る恐れがあることは試算されてた
し、地震調査研究推進本部でも長期評価が
出されてた。信頼度が低いからと否定できる
科学的根拠もない。不確実な場合は予防原
則に立って安全を確保するのが社会的常識
だ。福島事故を繰り返さないためには、日本
で原発を動かすのを1日も早くやめることだ。
「想定外だった」ではすまない。

日本と同じ島国のオーストラリアでは2022
年度発電電力量に占める再エネ比率が37
％（太陽光16％、風力13％、水力・その他8％）
に達し、南オーストラリア州では太陽光と風
力が74％を占める。太陽光の６割強が屋根
置きだ。日本では「生成AIの普及で電力需
要が急増するから原発建設が必要」と宣伝し
てるけど、原発建設には早くても15年以上か
かる。太陽光や風力ならもっと早く設置でき
る。成功例から学ぶ姿勢に欠けてるね。

リサ 福井県では、関西電力の原発が７基も
動いてるけど、あと３年とか、５年で使用済燃
料貯蔵プールが満杯になって運転できなく
なるって聞いたけど、本当？
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パパ 本当だよ。使用済燃料でプール
が満杯になると燃料交換できないから
運転できなくなる。高浜１～４号ではあ
と２回、大飯３・４号では３回、美浜３号
では４回しか燃料交換できない。

リサ それで、「使用済燃料対策ロード
マップ」っていうのが出てきたのね。１
年足らずで作り直しになったあれね。

パパ 関西電力にとってはその通りだけど、
ロードマップそのものは少し違う経緯をたど
ってきた。福井県は「原発は受入れたけど、
使用済燃料まで引受けた覚えはない」と主
張し、使用済燃料貯蔵プールのリラッキン
グ（使用済燃料収納ラックの間を詰めて貯蔵量
を増やす）などで県内に使用済燃料が増え
続けることを憂慮して、1996年に中間貯蔵
施設の県外設置を求めたんだ。関電は期
限付きで県外立地を4回も約束しながら実
現できなかったため、2023年10月に「使用
済燃料を県外へ搬出する計画」としてロー
ドマップをつくった。それから1年足らずの
翌年8月、六ヶ所再処理工場の27回目
（1993年着工から31年目）の竣工時期延期で
ロードマップが破綻---その見直しが今年2
月13日に福井県へ提出されたってわけさ。

見直されたロードマップは、「3本の矢」、
すなわち、①日本原燃の暫定計画通り、六
ヶ所再処理工場の2026年度内竣工、2027
年度操業開始、2028年度使用済燃料受入
開始、2032年度以降フル操業で毎年800t
（関電分は2割の160t）の搬出、②仏での使
用済MOX燃料再処理実証研究のため、
2027～31年度に300t搬出、さらに100t搬出
追加、③2030年頃2,000t規模の中間貯蔵
施設操業開始の３つが柱で、さらに、中間
貯蔵施設へのより円滑な搬出のため乾式
貯蔵施設の設置を検討、というもの。

ところが、①の六ケ所再処理工場は設計
工事認可審査の真っ最中で、耐震補強が
必要になっても、アクティブ試験で汚染され
た主工程のセル内には立ち入れないという
「レッド・セル問題」のため、補強工事ができ
ずに不合格、または、代替案検討等のため
28回目の竣工延期となる可能性が高い。仮
に、竣工できても、再処理によるプルトニウ
ム回収量とプルサーマルによる消費量のバ
ランスを取らねばならず、高々10％程度の
操業に留まる可能性が高い。2032年度以
降フル操業など全く不可能で10％操業なら
搬出量も年間16t程度にすぎなくなる。

②の仏搬出も高浜1～4号だけが対象
で、燃料交換可能回数が２回から5回へ増
える程度だ。追加の100tも、大飯３・４号が
対象でも、1～2回増える程度に留まる。

③の中間貯蔵施設の県外立地は、「関
西電力が立地点名を挙げた瞬間に破綻す
る」との理由で状況説明はなく、中国電力
が調査中の上関では2030年頃操業開始に
間に合わない。つまり、目処なしということ。

リサ じゃあ、今回の「ロードマップ見直し」も
早々と破綻っていうこと？

パパ 「3本の矢」はそうなる運命だけど、隠
された本命がある。それが「乾式貯蔵」施設
の設置だ。美浜・大飯・高浜で計画中の乾
式貯蔵の容量は合計1,530体（約700tU）と
多く、７基合計の１炉心分1,171体の1.3倍を
超える。計画中の中間貯蔵施設（2,000tU）
の1/3に相当し、六ヶ所再処理工場への関
電からの累計搬出量1,954体（美浜456体、
大飯560体、高浜938体）の約８割にもなる。

乾式貯蔵施設ができれば、高浜1・2号と美
浜3号は、使用済燃料を全く搬出せずに60
年運転を終えられる。乾式貯蔵施設とはい
え、貯蔵建屋がなく、キャスク毎に格納設備
をコンクリートパネルで組立てる方式のた
め、随時拡張可能だ。高浜3・4号や大飯3・
4号で必要なら乾式貯蔵施設を拡張するの
は容易だ。9,303体の使用済燃料搬出記録
によれば、六ヶ所再処理工場等への年間
搬出量の最大値は、美浜98体、大飯140
体、高浜168体にすぎず、乾式貯蔵容量
1,530体（美浜210体、大飯552体、高浜768
体）は、それをはるかに超える。「より円滑な
搬出のため」では正当化できない規模だ。
まさに、「ロードマップ見直し」の本命は、「3
本の矢」ではなく「乾式貯蔵」だと言える。

リサ 「3本の矢」に注意を向けさせて、本命は
隠れた「乾式貯蔵」だ、なんてひどい話ね。

パパ しかも、高浜3・4号で燃やしているMOX
燃料や他の５基で使っているPWRステップ２
高燃焼度ウラン燃料は、六ケ所再処理工場
の再処理対象外で、六ヶ所再処理工場へも
中間貯蔵施設へも搬出できない。これらの使
用済燃料は現在のサイト内貯蔵量の1/4を占
め、増え続けている。このこともロードマップ
では隠されている。こんなロードマップを了承
するのは、県民への裏切りであり、子孫に災
厄を押しつけるものだ。断じて許せないね。
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関西電力の「使用済燃料対策ロードマップ見直し」に実効性なし

福井県を「核の墓場」へ導く 「乾式貯蔵設置」を許すな！

関西電力は２月１３日、「使用済燃料対策ロードマ

ップの見直し」を福井県へ提出しました。これは、昨

年8月29日に六ヶ所再処理工場の竣工時期が2026

年度内へ延期され、2023年10月の「使用済燃料対

策ロードマップ」が1年足らずで破綻したためでした。

六ヶ所再処理工場の竣工時期延期は27回目であり、

当時の審査状況から当然予想されたものでした。今

回も、日本原燃による「暫定操業計画」(2024.12.13)を

そのまま引き写した形になっていて、福井県議会で

もその実効性に疑問が出されています。

その概略は図1のとおりです。六ヶ所再処理工場

が暫定計画通りに竣工、2027年度下期から操業開

始、2028年度から使用済燃料受入開始、「受入量の

6割を関西電力が占める」ことを事業者間で調整した

といいます。また、仏再処理工場での使用済MOX

燃料再処理実証計画に向け、2027年度上期から搬

出開始を想定、搬出枠を400トン確保した（当面は

300トンで、残り100トンは大飯からの搬出を含めて検

討中）といいます。しかし、中間貯蔵施設について

は全く計画が進んでおらず、変更なしです。

ところが、第１に、六ヶ所再処理工場は設計工事

認可審査の真最中ですが、アクティブ試験によって

主工程が極度に放射能汚染されたため、機器・配

管等に耐震補強が必要になっても補強工事ができ

ず、不合格になる可能性があります。また、審査が

伸びたり、耐震補強の代替案検討等のため28回目

の竣工時期延期もあり得ます。仮に、操業できたとし

ても、原子力委員会の「プルサーマルに必要な量だ

け再処理認可」方針から、2030年度以降の「再処理

量段階的増加」や「100％のフル操業」など不可能で、

プルサーマルの実績や現状から高々10％操業に留

まる可能性が高いのです。これでは、ロードマップ通

りに使用済燃料搬出を進めることなど不可能です。

第２に、仏への搬出量300トンは、高浜原発の燃

料交換可能回数を今の2回から3回分増やす程度で、

根本的な解決策にはなりえません。六ヶ所再処理工

場へ搬出できなければ、関西電力の試算によっても、

2029～32年度には各原発でプール満杯となり、運

転できなくなります。仮に、六ヶ所再処理工場が暫

定計画通りに操業し、2030年以降10％操業できたと

しても、2033年頃には全基でプール満杯になります。

他方では、乾式貯蔵設置計画に基づいて、原子

力規制委員会での新規制基準適合性審査が進め

られています。この乾式貯蔵計画によれば、使用済

燃料が六ヶ所再処理工場や仏再処理工場へ全く搬

出されなくても、高浜1・2号と美浜3号で60年運転で

きるだけの貯蔵容量が確保されます。つまり、見直さ

れたロードマップの本命は、やはり、乾式貯蔵設置

であり、福井県を「核の墓場」へ導くのです。以下で

は、これをより詳しく見ていきましょう。

図１．関西電力による「使用済燃料対策ロードマップの見直し」（2025/2/13）の概略図
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図２．関西電力「使用済燃料対策ロードマップの見直し」（2025/2/13）による使用済燃料貯蔵量推移見通し

（2031-32、33-34年度の各表下の赤字は引用者による「六ヶ所再処理工場が2030年度以降10％操業した場合の期末空き容量の値）

関西電力の見通しではプール満杯にはならない？

関西電力のロードマップ見直しによる「使用済燃

料貯蔵量推移見通し」では、図２のように、全発電所

で「管理容量（＝プール貯蔵容量－1炉心）」未満となり、

プールが満杯にはなりません。なぜでしょうか？

日本原燃の暫定計画(2024.12.13)では、表１のよ

うに、2027～29年度再処理量は70トン、170トン、90ト

ンですが、2030年度以降は段階的に増やし、2032

年度を目処に800トンへ引上げるとしています。そこ

で、関西電力は2030～32年度再処理量を「200トン、

400トン、800トンと倍々に増やしていく」と勝手に設

定し、図２の使用済燃料貯蔵量推移見通しを描いて

いるのです。この図を見て、今回の「ロードマップ見

直し」では使用済燃料の搬出量や貯蔵量が具体的

に描かれていて、「実効性がある」かのように錯覚さ

せられた人がいるかも知れません。無理もありませ

ん。ここには、六ヶ所再処理工場で回収されるプルト

ニウム量もプルサーマルによるプルトニウム消費量も

描かれていないからです。

日本原燃暫定計画には、表１のように、プルトニウ

ム回収見込み量が記載されていて、2027～29年度

の値は0.6tPut、1.4tPut、0.7tPutになります。「tPut」

は核分裂性プルトニウム以外のプルトニウムを含む

「全プルトニウム」のトン数を表します。表１の最下段

に電事連によるプルトニウム利用計画(2025.2.14)が

記載されており、2025～27年度の利用計画は0.0、

0.7、0.7tPutで、2028年度以降の見通しは0.0、3.3、

～約6.6tPutです。このプルトニウム利用計画は最初

の3年間が「計画」で、2026・27年度の各0.7tPutは高

浜4号・3号用の各16体新装荷に相当し、確実性が

高いと言えますが、その後の3年間はかなり不確実

な「見通し」にすぎません。現に、2024.2.16の計画と

比べると、2027年度は2.1→0.7tPut、2028年度は1.4

→0.0tPutへいずれも大幅に減っています。

2009年から現在までのプルサーマル実績は高浜
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表１．日本原燃暫定計画（2024.12.13）※、関西電力ロードマップ見直し(2025.2.13)、電事連プルトニウム利用計画

日本原燃の暫定計画 ※ 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

使用済燃料の再処理量（tU） 0 70 170 90 暫定計画では、2026年度内竣工予定、

〔照射前金属ウランUpr換算量〕 (-, 0) (0, 70) (60,110) (0, 90) 2027年度下期から再処理開始、段階的に

プルトニウム回収見込量（tPut） 0 0.6 1.4 0.7 再処理可能量を増やし、2032年度を目処

〔全プルトニウム量〕 (-, 0) (0, 0.6) (0.5, 0.9) (0, 0.7） に800tUpr (約6.6tPut)へ引上げると記載

ＭＯＸ燃料加工可能量（tPut） - 0 0 0 〔2030年度にMOX加工開始予定〕

関西電力のロードマップ見直し 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

全電力会社の 0 70 170 90 200 400 800 800 800
使用済燃料再処理量(tU) (-, 0) (0, 70) (60,110) (0, 90) (?, ?)

全電力会社 使用済燃料受入量 † 0 0 130 110 90 † 200 400 800 800

関西電力 使用済燃料搬出量＃ 0 0 78 66 54 40 80 160 160

高浜原発から仏国への搬出量 0 70 70 60 70 30 - - -

関西電力使用済燃料搬出量合計 0 220 250 150 320

プルトニウム回収見込量（tPut） 0 0.6 1.4 0.7
1.7 3.3 6.6 6.6 6.6

〔全プルトニウム量〕 (-, 0) (0, 0.6) (0.5, 0.9) (0, 0.7）

Pu利用計画 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 玄海3号40体（約1.6tPut）と伊方3

2024/2/16公表 0.0 0.0 0.7 2.1 1.4 ～約6.6 号24体（約1.0tPut）が2024年10月

2025/2/14公表 0.0 0.7 0.7 0.0 3.3 ～約6.6 と11月に発注、2029年到着未定

※日本原燃株式会社，六ヶ所再処理施設およびＭＯＸ燃料加工施設 暫定操業計画（処理可能な年間再処理量および加工可能な

年間加工プルトニウム量）(2024.12.13)：使用済燃料再処理・廃炉推進機構からの依頼で作成した暫定計画であり、最終的には同

機構が「我が国におけるプルトニウム利用の基本的考え方」(2018.7.31原子力委員会決定)に沿って策定し、経産大臣が認可する。

† 受入量は前年度下期と当年度上期の再処理量の合計値であるが、2030年度上期の再処理量が公表されていないため、2030年度

受入量は、2029年度下期の再処理量の値を記載（再処理を行った次の半期に同規模の使用済燃料を受入れできるとしている）。

# 関西電力の六ヶ所再処理工場への搬出量の全電力会社搬出量に対する比率は、2030年度まで60％、その後20％である。

水田仁関電原子力事業本部長による福井県全員協議会(2025.2.17)での説明によれば、「六ヶ所再処理工場の全受入量の約2割を

搬出しておりますが、今回3年間の受入れ量に対して約6割を確保したものでございます。」

表２．プルサーマル用MOX燃料装荷に伴う「プルトニウム消費量」[tPut （全プルトニウム）]
サイクル 1 2 3 4 5 6 7 計[tPut] tPut/cycle tPut/年
高浜3号 0.368 0.720 0.181 装荷中 0.631 装荷中 装荷中 1.900 0.271 0.204

高浜4号 0.184 0.703 装荷中 装荷中 0.629 装荷中 装荷中 1.516 0.217 0.162

伊方3号 0.633 装荷中 装荷中 0.198 装荷中 装荷中 － 0.831 0.139 0.104

玄海3号 0.677 0.641 0.160 装荷中 装荷中 － － 1.478 0.296 0.222

合計 5.725 0.922 0.692

注：MOX燃料が装荷され続ける期間を対象に、最終装荷燃料の3サイクル終了までのサイクル長でtPut/cycleを算出、「13月運転・
3ヶ月定検の16ヶ月サイクル」を想定してｔPut/年を算出した。「－」はMOX燃料が装荷されていない状態を表わす。
「安全保障上のプルトニウム管理」では、「新MOX燃料が炉内に装荷され、照射された時点でプルトニウム消費」の扱いとなる。

図３．国内でのプルサーマル実績のサイクル別表示（装荷後まもなく炉心溶融事故を起こした福島第一3号を除く）
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3・4号、玄海3号、伊方3号の４基によるもので、表２

と図３のように、2025年までの17年間に5.7tPut、年

平均0.34tPutにすぎません。六ヶ所再処理工場が

800tUでフル操業すれば約6.6tPutのプルトニウムが

回収されますので、年平均0.34tPutのプルトニウム

消費は「5.1％操業」に相当します。福島事故や運転

差止め仮処分などで長期停止していた期間を除き、

定期検査が3ヶ月と仮定して連続的にプルサーマル

が実施されるとしても、年平均0.69tPut、10％操業程

度に留まります。実際には、玄海3号と伊方3号は現

在、プルサーマル中断中で、高浜3・4号の各16体装

荷分だけですので、半分以下の状態です。

高浜3・4号ではこの状態が2026-27年度以降も続

き、それぞれ16体(約0.63tPut)を13ヶ月運転-3ヶ月

定検の3サイクル、計4年で消費するパターンとなり、

年平均0.315tPutの消費に留まります。英仏プルトニ

ウム交換で可能になった玄海3号40体(約1.6tPut)と

伊方3号24体（約1.0tPut)のプルサーマルは2029年

度以降再開予定ですが、2024年10～11月に発注し

たMOX燃料の製造が仏MOX燃料工場の品質欠陥

による1/3操業で遅れていて、プルトニウム利用計画

の2029年度3.3tPutはさらに減る可能性があります。

仮に、計画通りでも、図3のように、玄海3号では16体

-16体-8体で5サイクル、計6.7年で年平均0.24tPut、

伊方3号では16体-8体で6サイクル、計8年で年平均

0.125tPutとなり、高浜3・4号、玄海3号、伊方3号の

単純計で年平均約0.68tPut、10％操業程度に留ま

ります。この状態が2035年頃まで続くと推定されます

ので、関西電力の六ヶ所再処理工場への使用済燃

料搬出計画は「すでに破綻している」のです。

また、この暫定計画は、使用済燃料再処理・廃炉

推進機構からの依頼で作成したもので、同機構がプ

ルサーマル実績やプルトニウム利用計画を考慮して

操業計画案を修正し、経産大臣の認可を得た上で、

さらに、原子力委員会の認可を得る必要があります。

つまり、日本原燃の暫定計画をそのまま用いたロー

ドマップは、その前提が崩れる可能性もあるのです。

ましてや、2030年度以降、200tU、400tU、800tUと

倍々ゲームのように再処理量が増えるという関西電

力の想定は、プルサーマル実績・計画からかけ離れ

図４．2030年度以降10％操業時の貯蔵量推移見通し

ており、全く根拠のない「絵に描いた餅」にすぎませ

ん。2030年度以降10％操業を想定すると、図４のよ

うに2032年度末には空き容量がほぼなくなり、2033

年頃にはプール満杯で運転できなくなるでしょう。た

だし、この図４は7基合計の使用済燃料貯蔵量の推

移を7基合計の管理容量と比較した参考図にすぎ

ず、各原発のプール空き状況を示すものではありま

せん。2032年度はプールに空きがあるように見えま

すが、実は、高浜1～4号は満杯になっているのです。

高浜1～4号は2032年度末にもプール満杯に

表３は、図２のサイトごとの搬出量を抜き出したも

ので、表４は、そこから図１の仏国への搬出量を差し

引いて六ヶ所再処理工場への搬出量を求めたもの

です。その特徴は、第1に、202７～30年度の六ヶ所

再処理工場搬出は美浜3号と大飯3・4号に限られ、

とりわけ、大飯3・4号に多く割り当てられ、高浜1～4

号は仏国搬出に限定されていること、第２に、

2031-32年度の六ヶ所再処理工場搬出は高浜1～4

号が最優先され、「フル操業」想定の2033-34年度

には、高浜1・4号：大飯3・4号：美浜3号＝56：31：13

の比率で六ヶ所再処理工場へ搬出されていることで

す。これは、サイトごとのプール逼迫度と仏国搬出が

当面高浜原発からに限定されているためです。

そこで、2030年度以降の六ヶ所再処理工場搬出

比率を2033-34年度の搬出比率で「フル操業想定の

1/10」とし、それ以前の搬出量は表３～表4の通りと

仮定して、10％操業時の使用済燃料貯蔵量の推移

を表5の太字のように算出しました。その結果、2033

-34年度はすべてのサイトでプール満杯となる一方、
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表３．六ヶ所再処理工場および仏オラノ社への合計搬出量[tU]（構成比[％]）

年度 2027-28 2029-30 2031-32 2033-34 合計

美浜3号機 30（ 14％） 30（ 12％） 10（ 7％） 40（ 13％） 110（ 12％）

高浜1～4号機 140（ 64％） 130（ 52％） 130（ 87％） 180（ 56％） 580（ 62％）

大飯3・4号機 50（ 23％） 90（ 36％） 10（ 7％） 100（ 31％） 250（ 27％）

合計 220（100％） 250（100％） 150（100％） 320（100％） 940（100％）

表４．六ヶ所再処理工場への搬出量[tU]（構成比[％]）

年度 2027-28 2029-30 2031-32 2033-34 合計

美浜3号機 30（ 38％） 30（ 25％） 10（ 8％） 40（ 13％） 110（ 17％）

高浜1～4号機 0（ 0％） 0（ 0％） 100（ 83％） 180（ 56％） 280（ 44％）

大飯3・4号機 50（ 63％） 90（ 75％） 10（ 8％） 100（ 31％） 250（ 39％）

合計 80（100％） 120（100％） 120（100％） 320（100％） 640（100％）

表５．発電所ごとの使用済燃料の発生量・搬出量・期末貯蔵量・期末空き容量の推移[tU]

2024 2025-26 2027-28 2029-30 2031-32 2033-34

使用済燃料発生量(2年分) － 40 40 30 30 30

美浜3号機 使用済燃料搬出量(2年分)
－ 0 30 30

10 40

（管理容量300tU：652体） 2030年度以降10％操業 4 4

期末貯蔵量 220 260 270 270 290 280

〔美浜1・2号の管理容量(＝ 2030年度以降10％操業 296 322

貯蔵容量)843体は含まず〕 期末空き容量
80 40 30 30

10 20

2030年度以降10％操業 4 -22

使用済燃料発生量(2年分) － 100 160 140 140 140

使用済燃料搬出量(2年分)
－ 0 140 130

130 180

高浜1～4号機 2030年度以降10％操業 48 18

（管理容量1,730tU： 期末貯蔵量
1,520 1,620 1,640 1,650

1,660 1,620

3,758体） 2030年度以降10％操業 1,742 1,864

期末空き容量 210 110 90 80 70 110

2030年度以降10％操業 -12 -134

使用済燃料発生量(2年分) － 70 60 80 80 80

大飯3・4号機 使用済燃料搬出量(2年分)
－ 0 50 90

10 100

（管理容量1,780tU： 2030年度以降10％操業 10 10

3,872体） 期末貯蔵量
1,610 1,680 1,690 1,680

1,750 1,730

〔大飯1・2号の管理容量(＝ 2030年度以降10％操業 1,750 1,820

貯蔵容量)704体は含まず〕 期末空き容量
170 100 90 100

30 50

2030年度以降10％操業 30 -40

使用済燃料発生量(2年分) － 210 260 260 260 260

合計 使用済燃料搬出量(2年分) － 0 220 250 150 320

（管理容量3,810tU：8,282体） 2030年度以降10％操業 62 32

〔「稼働原発7基合計の管 期末貯蔵量
3,340 3,550 3,590 3,600

3,710 3,650

理容量」は個別原発の空 2030年度以降10％操業 3,798 4,026

き容量評価には使えない〕 期末空き容量
470 260 220 210

100 160

2030年度以降10％操業 12 -216

注１：発生量・期末貯蔵量・期末空き容量の合計値は、美浜・高浜・大飯の加算値ではなく関電の表示値を採用した（加算値は合計値

に合わないため）

注２：「2030年度以降10％操業時」の2031-32年度の六ヶ所再処理工場への搬出量は、2033-34年度と同じとした（表2の2033-34年度

の六ヶ所再処理工場搬出量の10％、すなわち、美浜3号4tU、大飯3・4号10tU、高浜18tU）とし、高浜搬出分には2031-32年度仏

搬出分30tUと合わせて計48tUとした）。この場合、高浜1～4号は、2031-32年度末空き容量が「-12tU」となるが、美浜3号の搬出

量を4tU→1tU、大飯3・4号の搬出量を10tU→1tUへ減らし、減少量の計12tUを高浜1～4号の搬出量へ回せば、高浜1～4号の

2031-32年度末空き容量は-12tU→0tUとなり、運転停止にはならずにすむ。このようにしても、発電所合計の2031-32年度末空き

容量12tUは変わらない。つまり、発電所合計の空き容量の推移は、発電所ごとの真の空き容量を示すものではないことに注意が

必要である。換言すれば、「発電所合計の管理容量」では、発電所ごとの空き容量を正確には評価できないことを示している。
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表６．2024年3月末貯蔵量に基づく燃料交換可能回数 [燃料集合体の体数]

貯蔵容量 １炉心 管理容量 1取替分 2024.3末貯蔵量 空き容量 燃料交換可能回数〔年換算〕

美浜3号 809 157 652 44 476 176 4（176÷ 44＝4.0）〔5.1年〕

高浜1～4 4,386 628 3,758 208 3,175 583 2（583÷208＝2.8）〔2.4年〕

大飯3・4号 4,962 386 3,872 120 3,459 413 3（413÷120＝3.4）〔3.8年〕

注：「年換算」は燃料交換後、13ヶ月運転＋3ヶ月定期検査の16ヶ月サイクルを想定し、最後の燃料交換後の定期検査期間は含まな

い。2024年3末から最初の燃料交換までの運転期間と年換算値を加えるとプール満杯日を見積もることができる。「1取替分」の値

は、関西電力が2023年6月12日に示したサイト毎の「年間平均使用済燃料発生量（美浜33体、高浜156体、大飯90体）」を16/12倍

してサイクル当りの発生量に直したものである。高浜1～4号で仏搬出量300tU（約630体）を考慮すれば、燃料交換可能回数は5回

(583＋630)÷208＝5.8 〔6.4年〕になる。

表７．六ヶ所再処理工場受入れ量と仏国搬出量の条件による各サイトのプール満杯・停止年度の見通し

六ヶ所再処理工場受入れ量 仏国搬出量 美浜3号 高浜1～4号 大飯3・4号

2027～29年度暫定計画通り 計画通り
2033-34年度

2031-32年度※
2033-34年度

2030年度以降10％操業 無 2027-28年度

無
計画通り

2029-30年度
2031-32年度

2029-30年度
無 2027-28年度

注：使用済燃料発生量・搬出量は、関西電力ロードマップ見直しの「使用済燃料貯蔵量推移見通し」により、六ヶ所再処理工場受入れ

量の「２０３０年度以降10％操業」では、2033-34年度の100％操業時受入れ量の10％とした。※搬出量調整があれば2033-34年度

表８．乾式貯蔵を設置した場合の燃料交換可能回数

乾式貯蔵 空き容量 燃料交換可能回数〔年換算〕 仏搬出追加 空き容量 燃料交換可能回数〔年換算〕

美浜3号 210 386 8（ 386÷ 44＝8.8）〔10.4年〕 210 386 8（ 386÷ 44＝8.8）〔10.4年〕

高浜1～4 768 1,351 6（1,351÷208＝6.5）〔 7.8年〕 1,398 1,981 9（1,981÷208＝9.5）〔11.8年〕

大飯3・4号 552 965 8（ 965÷120＝8.0）〔10.4年〕 552 965 8（ 965÷120＝8.0）〔10.4年〕

注：乾式貯蔵に加えて仏搬出量300tU（約630体）を考慮すれば、高浜1～4号で「貯蔵容量」が630体増えて1,398体、空き容量も1,981

体に増えることに等しくなり、燃料交換可能回数は9回(1,981÷208＝9.5）〔11.8年〕となる。美浜3号と大飯3・4号は変わらない。

高浜1～4号では、それ以前の2031-32年度にプー

ル満杯となったのです。つまり、7基合計では表5の

最下段のように空き容量が12tUあるように見えます

が、実際には高浜1～4号でのプール満杯が隠され

ていたのです。このように、7基合計の評価では個別

サイトの空き状況はわからないのです。

もっとも、この場合には、表５の注2に記載した通り、

美浜3号から3tU、大飯3・4号から9tUの計12tUの搬

出量を高浜1～4号へ移せば、高浜1～4号の空き容

量をゼロにはできますが、美浜3号と大飯3・4号の空

き容量が減ります。換言すれば、2031-32年度には

すべてのサイトでプールが満杯に近い状態に陥ると

言えるのです。

六ヶ所再処理工場が受入量ゼロの場合

2027～30年度の六ヶ所再処理工場搬出量が暫

定計画より少なければ、より早く、プール満杯になる

でしょう。六ヶ所再処理工場が竣工せず、受入量が

ゼロであれば、美浜3号と大飯3・4号の場合、表５の

搬出量がゼロになって、2029-30年度には空き容量

がそれぞれ-30tU、-40tUとなり、プール満杯で再稼

働できなくなります。高浜1～4号の場合は、仏国へ

の搬出で燃料交換可能回数が２回から５回〔6.4年〕

に増えますが、2031-32年度には-30tUとなります。

これは、関西電力が2023年6月12日に記者発表した

サイト毎の「年間平均使用済燃料発生量」に基づく

表６の燃料交換可能回数〔年換算〕とほぼ一致しま

す。表5の年別発生量は平均値から少しずれていて、

そのずれが1年前後の食い違いとして現れています

が、大差はありません。

以上を整理すると、表７のようになります。

高浜1～4号では、仏搬出の有無が決定的で、こ

れが計画通りに行かなければ、2027-28年度にプー

ル満杯・停止になります。仏搬出が計画通りにでき

ても、3～4年後の2031-32年度に満杯・停止になり

ます。ただし、六ヶ所再処理工場10％操業で搬出量

が調整されれば2033-34年度まで伸ばせます。

美浜3号と大飯3・4号では、仏搬出の有無にかか

わらず、六ヶ所再処理工場受入れゼロでは、2029-

30年度に満杯・停止となり、10％操業では3～4年後
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の2033-34年度に満杯・停止になるのです。

乾式貯蔵がロードマップの隠された本命

中間貯蔵施設の2030年頃操業開始は、今回の

「ロードマップ見直し」でも変更なしで、全く目処が立

たない状況です。結果として、「乾式貯蔵設置がロ

ードマップの隠された本命だ」と結論づけられます。

なんとなれば、表８の通り、乾式貯蔵を設置すれば、

表6の空き容量は乾式貯蔵容量だけ増えるため、美

浜3号と大飯3・4号では、燃料交換可能回数が8回

〔年換算10.4年〕となり、2035年度頃まで運転可能に

なります。高浜1～4号では6回〔7.8年〕、仏搬出300

tU(約630体）を考慮すれば9回〔11.8年〕となります。

その結果、高浜1・2号と美浜3号は六ヶ所再処理工

場への搬出なしでも、60年運転が可能になるのです。

ただし、高浜3・4号や大飯3・4号を2035～37年度

以降も運転し続けるためには、乾式貯蔵の増設等

が必要になりますが、関西電力の乾式貯蔵は貯蔵

容量を随時増やせる方式ですので、必要に応じて

拡張される恐れがあります。

乾式貯蔵は「貯蔵容量増加」が本来の目的

関西電力は、「乾式貯蔵を設置しても貯蔵容量を

増やさない」、「乾式貯蔵へ使用済燃料を移して空

いたスペースは使わない」と主張し、乾式貯蔵の本

来の目的が「貯蔵容量増強」にあることを隠そうと躍

起になっています。関電の主張が大ウソであること

は、次の例から一目瞭然です。

第１に、乾式貯蔵設置のための新規制基準適合

性審査で、関西電力は、プール貯蔵容量から１炉心

を差し引いた容量を「貯蔵余裕」と呼び、「乾式貯蔵

設置の目的は貯蔵余裕の増強だ」と説明しています。

これは「貯蔵容量の増強」そのものです。ちなみに、

原発の運転中は炉心燃料をいつでもプールへ戻せ

るよう、プールに「１炉心」分を空けておくよう法令で

定められています。この１炉心分は使用済燃料の貯

蔵容量としては使えません。美浜・大飯・高浜で計

画中の乾式貯蔵の容量は合計1,530体（約700tU）と

多く、７基合計の１炉心分1,171体を超え、平均取替

分372体を加えた1,543体にも相当します。六ヶ所再

処理工場への累計搬出量1,954体の約8割、計画中

の中間貯蔵施設2,000tUの1/3強にもなるのです。

第２に、高畠勇人関電執行役常務は、株主総会

(2024.6.26)で「乾式貯蔵と使用済燃料プールの貯蔵

量の合計が使用済燃料ピットの貯蔵容量を超えな

いようにしてまいります」(第100回定時株主総会議事

録)と答えています。これは、使用済燃料貯蔵量の上

限を現行の管理容量（＝プール貯蔵容量－１炉心）か

らプール貯蔵容量へ１炉心分増やすと言ったに等

しいのです。これに関連して、福井県議会9月定例

会全員協議会(2024.9.9)でも、美浜3号を例にとり、

県議から「管理容量の652体を超えないように管理

するのか、貯蔵容量の809体を超えないように管理

するのか、どちらか？」と問われて、水田関電副社

長・原子力事業本部長は、どちらとも正確には回答

できませんでした。

第３に、使用済燃料貯蔵量の上限値を管理容量

のまま変えないとしても、関西電力や電気事業連合

会がホームページで公開している使用済燃料貯蔵

情報では、「管理容量」が廃炉号機を含めた「サイト

全体の管理容量」となっているため、廃炉になった

美浜1・2号や大飯1・2号を含む美浜・大飯の各サイ

トでは、廃炉号機内のプール空き容量（美浜1・2号

102体、大飯1・2号75体）が乾式貯蔵によって「見かけ

上、利用可能」になり、使用済燃料の貯蔵上限値が

これらの空き容量分だけ増えてしまうのです。（詳しく

は、第201号(2025/1/8)参照)

第４に、「乾式貯蔵による空きスペース」が使われ

たか否かは、廃炉原発プールの貯蔵量と貯蔵容量

をサイト内貯蔵量と貯蔵容量から差引いて稼働原発

の貯蔵量と貯蔵容量を求め、その貯蔵容量から1炉

心を差引いて稼働原発だけの管理容量を求め、稼

働原発の「乾式貯蔵を含む貯蔵量」がこの管理容量

を超えていなければ、「乾式貯蔵による空きスペー

スは使われていない」と言えます。これは、普通には

チェック困難です。なぜなら、関西電力や電気事業

連合会の使用済燃料貯蔵情報には、「廃炉号機を

含むサイトでの貯蔵量」と「サイトの貯蔵容量」しか記

載されておらず、稼働号機だけの貯蔵量や貯蔵容

量がわからないからです。
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「乾式貯蔵は円滑な搬出のため」という大ウソ

関西電力はロードマップで、「使用済燃料の中間

貯蔵施設へのより円滑な搬出、さらに搬出までの間、

電源を使用せずに安全性の高い方式で保管できる

よう、発電所からの将来の搬出に備えて発電所構内

に乾式貯蔵施設の設置を検討」と、さりげなく書いて

います。ところが、「円滑な搬出」という目的は、新規

制基準適合性審査では全く触れられておらず、福

井県、立地町、県民に対してのみ、「円滑な搬出の

ために乾式貯蔵が必要だ」と抽象的に説明している

だけであり、乾式貯蔵がなければ円滑に搬出できな

いという根拠は何も存在しないのです。

第１に、関西電力以外の電力会社等が設置・計

画中の乾式貯蔵は、むつ市中間貯蔵施設を計画し

ている東京電力と日本原電を含めて、すべて「使用

済燃料の貯蔵容量増強」が目的です。関西電力以

外に「円滑な搬出」を目的としたサイト内乾式貯蔵施

設の設置計画など存在しません。

第２に、「発電所の運転・建設年報令和４年度

(2022年度)」に記載された福井県内原発から国内外

再処理工場等への9,303体の使用済燃料搬出記録

によれば、「乾式貯蔵がないために円滑な搬出がで

きなかった」というトラブル例は何も記載されていま

せん。輸送先と輸送計画が明確であれば、「円滑な

搬出」のための乾式貯蔵などいらないのです。

第３に、中間貯蔵施設に目処がない中で「中間貯

蔵施設へのより円滑な搬出」のための乾式貯蔵施

設を計画すること自体に無理があります。関西電力

は「乾式貯蔵容量1,530体の算出根拠」を、「中間貯

蔵施設へ輸送する輸送船の積載可能量と年間輸送

可能回数から算出した年間輸送可能量」と福井県

原子力安全対策課に説明しているようですが、搬出

先の中間貯蔵施設や再処理工場が不明で、搬出計

画もない中で、年間搬出量を示せるはずがありませ

ん。（福井県安全環境部原子力安全対策課との交渉議

事録，2024.8.20）

第４に、9,303体の使用済燃料搬出記録によれば、

六ヶ所再処理工場等への年間搬出量の最大値は、

美浜98体、大飯140体、高浜168体にすぎず、それ

をはるかに超え、六ヶ所再処理工場への累計搬出

量1,954体（美浜456体、大飯560体、高浜938体）の

約８割にも相当する乾式貯蔵容量1,530体（美浜210

体、大飯552体、高浜768体）は、その必要性を正当

化できません。今回のロードマップ見直しでも、年間

搬出量の最大値は高浜1～4号の仏搬出量70tU（約

147体）であり、過去搬出例の枠内です（非現実的な

「2030年以降100％操業」下の搬出量90tU/年を除く）。

このように、「中間貯蔵施設への円滑な搬出」のた

めという主張に根拠はありません。それは乾式貯蔵

の本来の目的を隠すための大ウソにほかなりません。

乾式貯蔵容量計1,530体（700tU）は美浜・大飯・高

浜の各原発における全炉心の約1.3倍、関電の計画

する中間貯蔵施設（2,000tU）の1/3に相当する大規

模なものであり、審査会合で関電が主張した通り、

「貯蔵容量増強策」そのものなのです。関西電力の

先の「ロードマップ」も、今回の「ロードマップ見直し」

も、その核心は乾式貯蔵の設置にあり、設置してし

まえば、増強策として使えると考えているのです。

使用済MOX燃料も高燃焼度燃料も搬出できない

六ヶ所再処理工場では、使用済MOX燃料もPWR

ステップ２高燃焼度燃料も再処理対象ではありませ

ん。これらは、美浜・大飯・高浜原発のプール貯蔵

量の1/4を占め、今後は、搬出できない使用済燃料

が増えていくのです。高々10％程度の操業では、40

年間に3,200tU程度しか再処理できません。それは

六ヶ所再処理工場に現在貯蔵されている約3,000tU

＋α程度に留まります。六ヶ所再処理工場へはほと

んど搬出できないばかりか、搬出された使用済燃料

の大半は再処理されずに返却されるでしょう。

ロードマップ見直しを了解しないでください

こんな「ロードマップ見直し」を了解するのは、関

西電力が重ねてきた5回の約束違反に目をつぶり、

その責任を「老朽3原発停止」で問うこともせず、「ロ

ードマップ見直し」がすでに破綻していることを知り

ながら、敢えて「6回目の約束」を了解することにほか

なりません。「核のゴミ」を増やし続け、子孫に多大な

厄いを押し付けることなど決して許されないのです。
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英国の「プルサーマル中止・プルトニウム固定化・地中処分」への政策

転換を受け、日本も再処理・プルトニウム利用を断念すべき！

英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省のマイケ

ル・シャンクス大臣は今年1月24日、英国議会への

文書声明で、英国内に保管中のプルトニウム140.8ト

ン（日本の21.7トンなど海外顧客分24.1トンを含む：2022.

12.31現在）のうち、英国所有の100トン超の民生用プ

ルトニウムについて、「プルトニウム粉末を固定化し

て地層処分する」と発表しました。粉末状のプルトニ

ウムをカルシウムやチタンと一緒に缶に入れ、高温

高圧状態でセラミック化し、プルトニウムを分離でき

ないようにするなどの固定化技術を引き続き開発し、

政府承認から10年後にプルトニウム処分施設の大

規模プロジェクトを開始するというものです。

これは英国プルトニウム政策の一大転換です。

英国政府は14年前の2011年12月1日、「所有プル

トニウムをMOX燃料に加工して新規軽水炉原発で

再利用する」のが優先的選択肢だと暫定的に決め、

「新MOX工場の2019年着工、2025年操業開始、

2029年新規原発でMOX利用開始」というスケジュー

ルまで決めていました。日本などの海外顧客には

「新MOX工場でのMOX燃料加工オプション」と「英

国への所有権移管＝英政策による管理オプション」

を選択肢として提示していたのです。

今回の政策転換で英国でのMOX加工の道を完

全に閉ざされた日本は、英保管の21.7トンもの余剰

プルトニウムについて選択を迫られています。具体

的には、①英保管21.7トンのプルトニウム粉末を日

本へ移送し国内でMOX加工する、②英国政府へ所

有権を移管する、③仏へのプルトニウム移送または

所有権交換で仏工場でMOX加工する、という３つの

選択肢しかありません。しかし、①は、21.7トンものプ

ルトニウム粉末の輸送という壁があると同時に、これ

が消費し尽くされるまで六ヶ所再処理工場を操業で

きなくなります。②は、日本のプルニウム利用政策の

放棄を意味します。③は、移送や所有権交換の壁

および仏工場低操業率の問題にぶち当たります。

21.7トンものプルトニウムの移送や所有権交換は極

めて異例であり、その実現可能性は低いでしょう。以

下では、これらについてより詳しく検討します。

声明： マイケル・シャンクス国務次官（エネルギー大臣），労働党，2025/1/24英国議会

Plutonium Disposition Strategy, Statement made on 24 January 2025, Statement UIN HCWS388
Statement made by Michael Shanks, Parliamentary Under-Secretary of State (Minister for Energy), Labour

エネルギー安全保障・ネットゼロ省は、原子力廃止措 果，物質をできるだけ早く手の届かないところへ移し，

置機関（NDA）と協力して，セラフィールドにある英国所 最大の確実性で行うためには，固定化が望ましい方法

有の民生用分離プルトニウム在庫を固定化します。 であると推奨されました。

無期限の長期保管を継続すると、将来の世代に管理 NDAはさらなる開発作業を進め，長期保管とその後

すべき安全保障上のリスクと核拡散の懸念への負担が の地中処分に適した製品としてプルトニウムを固定化

残ります。政府の目標は、保管中の長期的な安全と安 する好ましい技術を選択します。この作業の実施に関

全保障上の負担を軽減し，かつ，地層処分施設（GDF） 与する組織には，NDA，特に Sellafield Ltd と Nuclear

での処分に適した形にして，この物質を手の届かない場 Waste Services，英国国立原子力研究所，および，より

所に置くことです。プルトニウムの長期的な解決策を実 広範なサプライ チェーンが含まれます。

施することは，英国の核遺産に対処し，将来世代のため 政府の承認から10年末頃に NDAとSellafieldがプル

に環境をより安全に残すために不可欠です。 トニウム処分インフラの大規模な構築プログラムを開始

2011年の公聴会の後，当時の政府は，プルトニウムを すると期待しています。このプログラムは，数十年にわ

混合酸化物燃料（MOX）として再利用することを追求し たる設計，建設，運用期間中に何千もの熟練した仕事

つつ，プルトニウム管理に関する代替案は受け入れると をサポートすることが期待されています。

いう暫定的な政策見解を策定しました。 長期固定化の作業が続く間，NDAは英国でのプル

NDAはその後，固定化と再利用のオプションを含む トニウムの安全で確実な保管を継続的に保証します。

長期処分ソリューションの好ましいオプションを特定する この取り組みの一環として，プルトニウム保管物を再梱

ために，技術面，実現可能性，経済性に関する分析を 包し，現代的な貯蔵庫に保管するための新しい施設が

かなり行ないました。この作業の結 セラフィールドに建設中です。
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プルトニウム粉末輸送には核物質防護の壁

日本で初めてプルトニウム粉末輸送が行われた

のは、1992.11.7～93.1.5（59日間無寄港）の仏再処

理工場から東海村への「もんじゅ」MOX燃料加工用

プルトニウム粉末約1.1トン（PuO2では約1.7トン）の「あ

かつき丸」による海上輸送です。この輸送には日米

原子力協力協定実施取決付属書５の指針に沿った

運送が包括的同意の対象となっており、その条件を

満たすため、英国籍の使用済燃料輸送船を日本船

籍に変更・改造して「あかつき丸」とし、武装護衛者

が乗船し、仏から日本まで無寄港で航行できる海上

保安庁の護衛巡視船が新たに建造され、2ヶ月間に

及ぶ航行の護衛に当たりました。

米国議会では、グレン上院議員による1992年7月

の調査依頼に基づき、1993年7月に米国議会会計

検査院GAOが「日本のプルトニウム輸送に関する報

告書」を公表しています。輸送そのものは適切と評

価しながらも、「民生用プルトニウムの量や利用に多

くの懸念を呼び起こした」、「いくつかの国々の関係

省庁が日本政府への書簡で輸送に懸念を表明し、

領海内を通過しないよう要請したにもかかわらず、

日本政府が輸送を強行した」と批判しています。

約1.1トンのプルトニウム粉末は百数十発分の原

爆材料にもなり得ますので、核不拡散上の懸念を惹

起して当然です。仮に、21.7トンものプルトニウム粉

末が英国から日本まで輸送されるとすれば、プルト

ニウム量が「あかつき丸」による輸送ケースの20倍に

もなること、輸送回数が頻繁になること、輸送を通じ

て日本のプルトニウム利用政策が米国や輸送沿岸

諸国などから国際的な批判にさらされることなどから、

①のプルトニウム粉末21.7トンの英国から日本への

移送は極めて困難だと言えます。

21.7トンのプルサーマル消費に30年以上かかる

また、21.7トンのプルトニウム粉末が六ヶ所再処理

工場へ移送されれば、これを国内に保管したまま六

ヶ所再処理工場を操業してプルトニウム量を増やし

続けることは到底許されません。ところが、国内のプ

ルサーマル実績や計画中のプルトニウム消費量は

英国所有プルトニウ

ムを貯蔵している英

国製の三重構造の缶

（1缶に十数kgのプル

トニウムが封入されて

いる）

高々0.7トン/年程度にすぎず、21.7トンを消費する

には、30年以上かかります。これでは、六ヶ所再処

理工場は操業できないまま、老劣化してしまいます。

MOX燃料加工工場が満足に操業できる保証もあ

りません。六ヶ所村のMOX燃料加工工場は仏MOX

燃料加工工場のコピーですが、仏工場では品質欠

陥による操業率低下（1/3への低下）に苦しんでいて、

六ヶ所村で建設中のMOX加工工場が高品質を確

保しながら操業できるかどうか、全くわかりません。

つまり、①の選択肢は有望そうに見えて、実現す

るには壁が相当高く、実現性に乏しいのです。

英国へのプル所有権移管で日本も政策転換！？

②の英国へのプルトニウム所有権移管は最も容

易に見えて、日本政府にとっては最もあり得ない選

択です。なぜなら、日本政府にとって、プルトニウム

はプルサーマル等で有効利用すべき貴重な資源だ

からです。しかし、英国にとって、プルトニウムは「商

業的に無価値なもの」（INS Japan クラウザー社長発言、

第56回原子力委員会2012.12.21）であり、英国内での

新MOX加工工場や新規軽水炉原発でのプルサー

マル利用には、14年たっても目処が立ちませんでし

た。したがって、プルトニウムを所有権移管する際に

は、追加的な管理費（貯蔵・固定化・地中処分費）が発

生するため、英国納税者の追加的負担にならない

だけの金額支払が求められます。ちなみに、2013.

12現在の英国保管123tPu（うち海外分23tPu）の年

管理費（貯蔵のみ）は約20億ポンド（約31億ドル）で

1tPu当り約30億円/年に相当します（日本原子力研究

開発機構「平成26年度発電用原子炉等利用環境調査

核燃料サイクル技術等調査 報告書」(2015.2)）。
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また、有償でプルトニウム21.7トンの所有権を移管

＝放棄する一方で、六ヶ所再処理工場を操業し、プ

ルトニウムを回収・蓄積し続けるというのは矛盾して

います。「21.7トンものプルトニウムの所有権を放棄

したんだから、もう、プルトニウムを回収・利用するの

は断念すべきだ」という批難の声が国内外から噴出

することでしょう。

仏工場でのMOX加工の可能性

③の選択肢「英保管プルトニウムの仏への移送ま

たは所有権交換による仏工場でのMOX燃料加工」

はあり得ない選択肢ではありませんが、極めて高い

壁にぶつかります。この選択肢を実際に行った例は、

「脱原発政策でMOX燃料加工・プルサーマル実施

の期限が区切られたドイツの例」があります。

ドイツでは脱原発政策の下、英仏に保管中のプ

ルトニウムを早期に処分する必要がありました。その

ため、次の(1)～(3)のプルトニウムの所有権交換や

所有権移管が行われました。

(1) 2012年7月に、「仏国内プルトニウム４トンの所

有権を独企業が取得し、AREVA社（現オラノ社）が

MOX燃料に加工して独企業へ供給」すると共に「英

国保管中の独企業所有のプルトニウム４トンの所有

権をNDAへ移管」する措置がとられました。

(2) 2013年4月に、「日本（東京電力）と独の間で

プルトニウム650kgの所有権交換（日本の仏国内所有

分を独に、独の英国内所有分を日本に付け替え）」が実

施され、仏でMOX加工されました。

(3) 2013年に、「独の英国内所有分750kgの所有

権をNDAへ移管」する措置がとられました。

その他の仏保管プルトニウムも含めて、2016年末

までに独所有の英仏保管プルトニウム約37トン（(3)を

除く）すべてがMOX燃料加工・プルサーマル実施さ

れています。具体的には、2012年までに約33tPu、

2013年に1.2tPu、2014年に1.0tPu、2015年に1.2tPu、

2016年に0.2tPuのMOX燃料が装荷され、4サイクル

後の2021年頃にプルサーマルが終了しています。

これらは、「2022年全原発閉鎖」をめざす独政府

の脱原発政策に沿って行われた特別措置だと言え

ます（実際の全原発運転終了は2023年4月15日）。

所有権移管には長期貯蔵・管理費の支払いが必要

(3)の所有権移管の際に独から英に支払われた金

額については公表資料がありませんが、2013年当

時の貯蔵管理費「約30億円/年/tPu×推定貯蔵期

間」にMOX燃料加工工場建設費分担分を加えた金

額ではないかと推測されます。たとえば、前出のクラ

ウザー社長（INS Japan）は、原子力委員会(2012.12.21)で

次のように述べています。「イギリスがドイツのプルトニ

ウムを所有することによって、イギリスに一定の収入

と支払いがありました。その目的として、長期的にイ

ギリスでプルトニウムを追加的に所有することにより、

その追加のプルトニウム分を貯蔵し、それを処分す

るという費用が発生します。ですから、イギリス政府と

しては頂いた金額がそれに十分な費用になったとい

う判断です。」プルトニウムを固定化・地中処分する

方針へ転換した今では、その費用見積りも変わると

考えられます。

ちなみに、2017年1月現在、英国に所有権移管さ

れたプルトニウムは8.5トンに達し、これが今も民生

用プルトニウムとして貯蔵され続けています（田窪雅

文「世界の流れに逆行する日本 英米の再処理・MOX計

画停止」 平和フォーラム ニュースペーパー2019.2）。

所有権交換には交換相手が必要

(2)の所有権交換が成立するためには、英仏両国

との再処理契約があり、かつ、仏国内に交換量相当

のプルトニウムを保管している交換相手が存在し、

相手側から交換の承諾を得なければなりません。こ

れらの条件を満たすのは至難の業ですが、福島事

故を引き起こして全原発停止中の東京電力は、これ

らの条件を満たしていたのです。このような偶然がな

ければ、所有権交換は成立し難いと言えます。

このようなプルトニウム交換の例は日本にもありま

す。仏保管中のプルトニウムをほぼ消費し尽くした

九州・四国電力は2024年2月15日、東京・中部・東

北・北陸電力および日本原電と約2.6トンの英仏プ

ルトニウム交換を契約し、４月1日に帳簿上交換を実

施しています。これは、玄海3号・伊方3号用のMOX

燃料加工を仏工場で行うための交換であり、「事業
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者間の協力でプルサーマルを進める」という日本政

府の方針に沿ったものでした。しかし、これらのMOX

燃料加工が2024年10月と11月に発注されたものの、

仏工場の品質欠陥による1/3への操業率低下のた

め、プルサーマル実施は2029年度以降に延びる見

通しです。

大規模な「所有権交換」は極めて困難

(1)の事実上の所有権交換は、欧州全体の原子

力共同開発・管理を担うEURATOM（European Atomic

Energy Community）の承認の下で実施されています。

４トンもの大量のプルトニウムを直接所有権交換でき

る「海外顧客」など存在しませんから、英原子力廃止

措置機関NDA、独企業、仏アレバ社（現オラノ社）の

間で、「事実上の所有権交換」が模索され、独企業

が英NDAにプルトニウム4トンを所有権移管すると共

に、仏保管プルトニウム４トンの所有権を独企業が

取得し、仏アレバ社でMOX加工するという契約が成

立したのです。欧州内でのプルトニウムが削減され、

英から仏へのプルトニウム輸送が回避され、独で全

原発が停止される前のプルサーマル実施が可能に

なるという観点からEURATOMも承認したのです。英

NDAは所有権移管時に対価として十分な金額支払

を受け、独企業もプルトニウム輸送に伴う政治的困

難や多額の輸送費負担を免れ、アレバ社もMOX加

工契約を得ています。関係各国や欧州機関も満足

のいく「所有権交換」が実現したと言えます。

21.7トンもの「所有権交換」は事実上不可能

日本の英保管プルトニウム21.7トンについて、この

ような「所有権交換」は可能でしょうか。まず、英仏間

のプルトニウム輸送は他に代替案がある限り認めら

れないでしょう。英国への21.7トンの所有権移管は

選択肢としてすでに提案されていることから可能だと

しても、仏の民生用プルトニウムのうち21.7トンの所

有権を日本の電力各社が取得するためには、まず、

各社の所有する仏保管プルトニウムの消費が求めら

れるでしょうし、独企業のように、所有権取得が不可

欠だという切迫した政治的条件の存在を示す必要

があるでしょう。それ以前に、六ヶ所再処理工場を操

業しながら、仏でのプルトニウム所有権取得を求め

るのは決して受入れられないでしょう。

その意味で、六ヶ所再処理工場と英保管21.7トン

の処分は、密接に結びついているのです。

これまでは、英国でMOX燃料加工工場ができる

まで21.7トンのプルトニウムを預けっぱなしにしても、

「国際的な理解」が得られたかも知れませんが、英

国が固定化・地中処分へ転換した今では、それも不

可能です。六ヶ所再処理工場を優先させれば、

「21.7トンもの余剰プルトニウムを英国に所有しなが

ら、さらに余剰プルトニウムを生み出そうとしている」

と国際的批判が高まるのは必至です。21.7トンの処

分を優先させれば、英国への所有権移管＝固定化

・地中処分しか打つ手はなく、国内でもプルトニウム

利用政策の転換＝六ヶ所再処理工場の閉鎖を迫ら

れるのは必至です。残された道は、実現できそうも

ない「事実上の所有権交換」の交渉を英仏と続けて、

努力している振りをして時間を稼ぐことです。しかし、

それは結局、自滅への道を歩むことになるでしょう。

国内MOX加工工場が高品質で操業できる目処なし

六ヶ所再処理工場が曲がりなりにも操業し続ける

には、建設中の国内MOX燃料加工工場が高品質

で操業できるかどうか、も関わっています。日本と同

様に仏でも、「余剰プルトニウムはもたない」方針で、

再処理で回収されたプルトニウムはMOX加工し、す

ぐにプルサーマル消費する路線を堅持しています。

その結果、プルサーマル消費量が落ちたり、MOX

加工工場の操業度が落ちたりすれば、それに応じ

て、再処理工場の操業度も抑制されます。そうなると、

再処理工場の使用済燃料プールが満杯になり、各

原発でもプール満杯になって燃料交換できない事

態に陥ります。この危機的状態が仏でも迫っていま

す。そのため、オラノ社は使用済MOX燃料再処理

実証研究で再処理量の追加的積増は200tUが限度

だとしつこく説明しているのです。再処理を巡る矛盾

は仏でも日本でもかつてなく激化しているのです。

英政府のプルトニウム政策転換を機に、日本でも

プルトニウム利用政策を抜本的に見直し、速やかに

脱再処理・脱プルトニウムへ転換すべきです。



★☆★☆★ 今後の集会などの予定 ★☆★☆★

３月２２日（土） 午後１時半開場、午後１：５０開演 資料代：500円（中高生・介助者無料）

とめよう！戦争への道・めざそう！アジアの平和 関西のつどい 手話通訳あり

戦争と分断を前に トランプ政権と世界の行方 日本の課題は？

場所：エルシアター（エルおおさか2F)
主催：とめよう！戦争への道・めざそう！アジアの平和 2025春 関西のつどい実行委員会

（大阪平和人権センター/しないさせない戦争協力関西ネットワーク/戦争をさせない1000人委員会・大阪）

４月２０日（日） 午後１時半～４時半 (資料代：800円、学生・障がい者400円))

チェルノブイリ原発事故３９周年の集い ～被爆80年 核も戦争もいらない！～

場所： 大阪市立総合生涯学習センター 第１研修室 （大阪駅前第２ビル ５階）
主催： チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西

４月２５日（金） 午後１時 関電本社ロビー集合（予定）

関西電力本社への申し入れ行動

場所： 関西電力本社
主催： チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西

4月12日（土）・13（日） 午前11時～午後２時 （若狭ネットは12日に参加します）

福井県美浜町で『本当においしい山菜天ぷら祭り』

場所 福井県三方郡美浜町新庄65-55 耳公民館新庄分館 （新庄小学校跡地：美浜駅から直線距離

5.7km、県道213号松屋河原市線を南下、新庄山村開発センターの手前を左手に上がる）

料金 ５００円／皿（「山菜天ぷら」とは別料金で、山菜炊き込みご飯、山菜苗、山菜等の直接販売も予定）
連絡先 森と暮らすどんぐり倶楽部 ０７７０－３２－３３３０ （am10～pm５：水曜休み

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 編集後記 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆

今年、2025年は、広島・長崎の原爆被爆80年、核実験から80年、核時代の幕開けから80年、人類は「破滅へ

の道から脱出する運動80年」を迎えます。この80年は、被ばくを過小評価する歴史でした。原爆材料のウラン採

掘での住民被ばく、核実験による兵士・風下住民・マグロ漁船の被ばく、原子力発電所で働く労働者の被ばく、

原発重大事故による住民被ばく等々。福島では、「100ミリシーベルト以下では被害を検出できない」、「年20ミリシ

ーベルト以下で避難指示を解除するから帰還しろ」、「トリチウム汚染水は海水で薄めて流すから安全」等々。

福井では関西電力が7基の老朽原発（40年超４基、30年超3基）を再稼働させています。使用済燃料貯蔵プー

ルは満杯に近く、高浜1～4号はあと２回、大飯３・４号は３回、美浜３号は４回の燃料交換で満杯になり、運転停

止を余儀なくされます。ところが、サイト内に大規模な乾式貯蔵施設を設置して、延命させようとしています。

福島事故から14年を経てなお、廃炉、汚染水、除染土、住民の健康・医療・生活再建など課題山積です。しか

し、日本政府も東京電力も、事故を引き起こした責任を取らず、政府は原子力災害被災地域の「医療・介護保険

料及び医療費の減免措置」の段階的な削減・廃止を進めてきています。被ばくによる健康被害は十数年では

終わりません。被ばくを強いられたすべての人々に対して無料の医療・健康管理を生涯にわたり保障するため、

広島・長崎の被爆者から学び、法整備することは私たちの責務です。2022年10月には、医療費など減免措置の

見直しに反対し、国の責任による健康手帳の交付、完全補償を求めて、「福島原発事故被害から健康と暮らしを

守る会」が発足しています。私たちは、この運動に連帯し、支持します。ご支援をお願いします。 きよ子

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


